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さくら咲き　心地よいまち　ずっと　めぐろ
目黒区の将来像

新たな基本構想素案を作成しました
　目黒のまちを将来どのようにしたいと思いますか。基本構想は、区
民の皆さんの「こんな目黒にしてほしい」という意見をもとに、まち
づくりの基本的な理念や将来像などを示すものです。学識経験者、区
内の関係団体、区民などで構成する長期計画審議会からの答申を踏ま
え、素案をまとめました。一人ひとりの意見が、心地よい目黒のまち
をつくります。ぜひ、皆さんのご意見をお寄せください。

　おおよそ20年先の未来を目指して、まちの将来像を定めました。便利でおしゃれなまちでありながら、どこか懐かしく、
住む人がふるさとのように感じられるまち、そんなまちの姿が目黒区の魅力であり、将来像としてふさわしいものと考えま
す。社会や環境が目まぐるしく変化する中でも、地域で暮らす人や働く人、訪れる人など誰にとっても、心地よいと感じる
ことができるまちを目指します。

長期計画の
体系図

　まちの将来像や、 5つの基本目標を実現するため、今後の区政の運営方針を次のとおりとしました。
〇平和の希求と人権・多様性の尊重
　平和を願い、すべての人の人権が尊重され、個性や違いを認め合うことができる意識を醸成する
〇区民と区が共に力を出し合い連携・協力する区政の推進
　区民と区がつながる双方向のコミュニケーションを確立し、地域全体の力で区民生活の質の向上に努める
〇未来を見据えた持続可能な行財政運営
　技術革新に的確に対応し、行政の業務効率化と区民生活の質の向上を両立する

意見の提出方法　書式は問いませんが、「新たな基本構想素案への意
見」と明記のうえ、住所・氏名（団体の場合は、所在地・団体名・代表
者名）を書いて、郵送（持参可）・FAX・Ｅメールで、12／ 4（必着）ま
でに、総合庁舎本館 4階長期計画コミュニティ課（〒153－8573目黒区
役所〈住所不要〉、☎5722－9372、Ｆ5722－6134、□r-keikaku@city.
meguro.tokyo.jp）へ。ホームページ（左コード）から提出可。頂いた
ご意見には個別に回答しませんが、要旨をまとめて公表します（原文、
住所・氏名などは公表しません）

■問長期計画コミュニティ課（☎5722－9372、■Ｆ5722－6134）

ご意見をお寄せください

実現のために

学び合い成長し合えるまち

●�安心して子どもを産み、育てられ
る地域社会をつくる
●�生涯にわたり区民一人ひとりが学
びの機会を得て、地域の中で生か
すことができる

基本目標 １
健康で自分らしく
暮らし続けられるまち

●�すべての区民が自分らしく健康に
生き生きと暮らし続けられる環境
を整える

●�共に支え合う地域づくり、質の高
い医療提供体制、保健と介護など
の生活環境を確保する

基本目標 3

安全で安心に暮らせるまち

●�予防・応急対応や復旧・復興に係
る対応能力を高め、災害に強いま
ちをつくる
●�自助・共助・公助の連携・協力体
制を整える

基本目標 ５

基本構想

基本計画

実施計画

基本構想実現のために、取り組む政策
を定めた中長期の総合的な計画

基本計画の目標を達成するための具体
的な短期の事業計画

3年 1月　パブリックコメント結果公表
　　 3月　基本構想策定

スケジュール（予定）

　素案（全文）は、総合庁舎本館 1階区政情報コー
ナー・ 4階長期計画コミュニティ課、地区サービス
事務所（東部地区を除く）、住区センター、図書
館、目黒駅行政サービス窓口で配布するほか、ホー
ムページ（右コード）でご覧になれます。

人が集い活力あふれるまち

●�多様な地域活動や芸術・
文化、スポーツ、自治体
同士の交流などを通し
て、活発に活動する
●�個性豊かな地域産業や魅
力ある商店街の発展を支
え、にぎわいを創出する

基本目標 2

●�利便性が高く良好な住環境など、
目黒らしい都市景観を形成・維持
する
●�みどりの潤いと利便性の高い都市
機能が共存する、心地よい生活空
間をつくる

基本目標 4
快適で暮らしやすい
持続可能なまち

今回はここ

あなた
の意見

私はこう思う！


